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【事例内容】

Ａ氏は、2006年８月15日に上海の

ある会社（以下、会社という）と「一

方がもう一方の同意を得ず一方的に

契約を解除した場合、違約金として

相手側に１万元を支払わなければな

らない」という条項を含む労働契約

を締結した。

同年11月15日、会社は、Ａ氏が会

社の辞令に従わず、新しい職場に着

任しなかったこと、また無断欠勤を

した（病欠証明を提出しなかった）こ

となどを理由に、Ａ氏との労働関係

を解除した。

労働仲裁を申し立てたＡ氏に、仲

裁は会社に違約金１万元の支払いを

命じた。ところが会社は「『上海市労

働契約条例』第17条に基づき、労働

契約には従業員の違約行為に適用さ

れる違約金の約定は『勤務期間にお

ける約定の違反』および『商業秘密約

定の違反』に限られている。しかし、

本案の場合はそのいずれでもない。

したがって当該約定は無効であり、

違約金として１万元を従業員に支払

う必要はない」と反論。そこでＡ氏は

「上記上海市の規定の存在は否定しな

い。ただ、当該規定は従業員保護の規

定であり、企業側の行為を制限する

規定である。上記２つの情況以外に

おいては、違約金について従業員と

約定できないことを会社に要求して

いるが、従業員には要求していない。

従業員が一方的に労働契約を解除し

た会社に違約金を要求することを特
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今回の執筆者

に禁止していない」と主張した。

最終的に二審裁判所は「労働関係の

中で、双方は労働権利義務を協議一致

により合意することができるが、当該

約定が法律、法規に違反してないこと

が前提でなければならない。本案にお

ける違約金に関する双方の約定は『上

海市労働契約条例』の規定を超えてお

り、労働者に適用される違約金部分は

無効となる。『契約の権利と義務は一致

する』『契約の内容は公平合理である』

という原則に基づき、上記違約金条項

がＡ氏にとって無効である以上、会社

に対しても効力は発生しない」とし、違

約金１万元を支払う必要はないとの判

決を下した。

【弁護士コメント】

本案判決の論理は「契約の権利と義

務は一致しなければならない、違約金

条項は公平合理でなければならない、

また『上海市労働契約条例』に基づき、

会社は従業員が一方的に労働契約を解除

する場合には違約金を要求することがで

きないことなどから、従業員は会社が一

方的に労働契約を解除する違約金を要求

することもできない」というものである。

実務上では、企業が故意に上記違約金

条項を従業員に合意させ、企業にとって

不利な場合に違約金条項が無効だと主張

するケースはよく見受けられる。上記理

論の合理性については、議論する余地が

あるとみられるがここでは割愛する。

上海市や江蘇省については地方規定が

あるので、秘密保持違反につき違約金を

従業員と約定するのは問題ないと思われ

る。しかし、地方規定がない地域では、

『労働契約法』のみが適用される。同法第

22条、第23条第２項によれば、勤務期間

における約定の違反や競業禁止以外につ

いては、従業員と違約金を約定できない。

これを『労働契約法』の立法の漏れだと

考える説があるが、判例または新司法解

釈が公布される前に、従業員との秘密保

持について違約金を約定する条項は無効

だと認められる可能性を完全には否定で

きない。

その対応策として、『労働契約法』第90

条が考えられる。第90条によれば、従業

員が秘密保持義務に違反し、会社に損害

をもたらした場合、賠償責任を負わなけ

ればならない。違約金条項の代わりに、

労働契約、就業規定または秘密保持協議

には、秘密保持義務に違反する場合に、

いかにその損害賠償を負わせるかにつき

詳しく規定することは必要だと思われる。


